
1⃣ I 第１ 令別表第１の項の判定・収容人員の算定基準 

 

 

第１節 基本事項 

 

第 1  令別表第 1 の項の判定・収容人員の算定基準 

（各項の解説，主用途，従属的用途部分） 

1．1 令別表第 1(1)項 

(1) 

(1) 項 イ 

劇            場 

映  画  館 

演  芸  場 

観  覧  場 

興行場法第 1 条第 1 項 客席を設けて映画，演劇，音楽，スポーツ，演芸

又は観せ物を，公衆に見せ，又は聞かせる施設をいう。 
主として演劇，舞踊，音楽等（文楽，歌舞伎，現代演劇，新劇，歌談，洋

舞，ミュージカル，レビュー）を観賞する目的で，公衆の集合する施設で

あって客席を有するものをいう。 
主として映画を観賞する目的で，公衆の集合する施設であって客席を有す

るもの。 
落語，講釈，漫才，手品等の演芸を観賞する目的で，公衆の集合する施設

であって客席を有するもの（寄席，ストリップ劇場）。 
スポーツ，見せ物等を観覧する目的で，公衆の集合する施設であって，客

席を有するものをいう（野球場，相撲場，各種競技場，競馬場，競輪場，

拳闘場等）。 

1 レストランシアター（舞台を設け，演芸を見ながら飲食できる飲食店）は，⑶項ロに該当す

る。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

舞台部，客席，映写室，ロ

ビー，切符売場，出演者控

室，大道具・小道具室，衣

裳部屋，練習室，※舞台装置

及び営繕のための作業室 

食堂，喫茶室，売店，専用駐車場，※ラウンジ，※クローク，※プレ

イガイド，※展示室，※プロダクション室，※観覧場の会議室及びホ

ール 
注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

注 従属部分と認められる条件は，1．16(2)から(7)参照。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア 従業者の数＋客席部分の数                             

 

 

 

 

 

（算定共通事項 1．22参照） 

固定いすの数（長いすは幅 0.4ｍで 1 人，１未満の端数は切

り捨てる。） 

立見席 床面積 0.2㎡で１人（いす席の通路を含めない。） 

その他の客席 床面積 0.5㎡で１人（ます席，畳席，移動い

す部分等） 
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 (ア)  「従業者の数には，出演者及びこれらに随行するマネージャー，道具係等は

含めない。」となっているが，令 25（避難器具に関する基準）の関係から出演

者等が在室する楽屋，控室の収容人員を算定する。算定方法は，床面積 3 ㎡

で１人とする。 

(2) 

(1) 項 ロ 

公  会  堂 

集  会  場 

集会，会議，社交等の目的で公衆の集合する施設であって客席を有するも

の。 
集会，会議，社交等の目的で公衆の集合する施設をいう。公民館 

（社会教育法第 20 条），区民館，労働会館，貸ホール等がこれに含まれる。 

1  公民館 住民のために，実際生活に即する教育，学術及び文化に関する各種の事業を行い，

もって住民の教養の向上，健康の増進，情操の純化を図り，生活文化の振興，社会福祉の増進

に寄与することを目的とする。 
講堂又は会議室等，図書室，児童室，展示室等，講義室，実験・実習室等，体育・レクリエー

ション施設，倉庫等を備えたもの。 
2  市民福祉会館 住民に対し，社会福祉その他住民生活の維持向上のための場を与え，もって

その福祉の増進を図ることを目的とする。 
児童・身障者・年金・心配ごと相談，善意銀行の場提供，教養文化・レクリエーション・クラ

ブ活動等の場提供，会議・結婚式場等の場の提供，その他公民館に準ずる。 
（厚生省通達） 

3 結婚会館 本項該当（Ｓ50．6．16 消防安 65），葬祭会館 
4 児童厚生施設（児童館）本項該当（児童福祉法第 40 条参照） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

集会室，会議室，ホール，宴

会場 
※その他(1)項イを準用す

る。 

食堂，喫茶室，※売店，専用駐車場，図書室，※クローク，展示

室，※浴室，※遊戯室，※体育室，※託児室，※サロン，※診療室，※

談話室 

注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 
参考 「公民館の設置及び運営に関する基準」Ｈ15．6．6 

文部科学省告示 112 
収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  (1)項イに同じ。 

イ 結婚会館は，次による。 

式  場   固定又は移動いすの数（長いすは幅 0.5ｍで１人） 

控室，更衣室  1㎡で 1人（いすの有無不問） 

従業者の数     写真スタジオ  撮影可能人数，被撮影立台は幅 0.3ｍで１人式 

宴 会 場      洋式 いすの数，和式 床面積 3 ㎡で１人 

ロ ビ ―   いすの数（長いす幅 0.5ｍで１人） 
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ウ (1)項ロ関係の事務室以外の和室，実習室，図書室，集会室 床面積 0.5 ㎡ で 1

人。（Ｓ52．11．16 消防予 218） 

1．2  令別表第 1(2)項 

(1) 

(2) 項 イ 

キ ャ バ レ ー  

カ  フ  ェ  ー 

ナ イ ト ク ラ ブ 

その他これらに類

するもの 

風営法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する主として洋式の客席を設けて，客席

において接待（カウンター越しは含まない。）し，又は客にダンスをさせ

る設備を有するもの。許可の有無は関係ない。設備を設けて客にダンスを

させ，かつ，客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる施設をいう（座敷

キャバレーを含む。）。 
設備を設けて客の接待をして遊興又は飲食をさせる施設をいう。 
最近はバーと称されている。 
設備を設けて客にダンスをさせ，かつ，客に飲食させる施設をいう（接待

はさせない。）。 
クラブ，バー，サロン等の名称を冠しているが，その営業の実態において

キャバレー等と同視すべきもの。 
1   風営法第 2 条第 1 項第 2 号他に規定する喫茶店，バー等で同法第 3 条に基づく営業許可を

受けたものであっても，客席において客の接待をしないもの又は客にダンスをさせる設備を

有しないものは，本項に該当せず，(3)項ロに該当する。 
2 ディスコ……客に飲食をさせ，ダンスを行う場合は，本項に該当する。 

飲食をしない場合は，(2)項ロに該当する。 
主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

客席，ダンスフロア，舞台

部，調理室，更衣室 
託児室，専用駐車場，※クローク 

注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋客席部分の数 

 

(ア) ホステス（ホスト含む。以下同じ。）は，従業者の数に算定し，ホステスが客の

接待のために座るいすは客席用いすとして算定する。 

  (イ)  専属バンド及び専属ショー要員は，従業者に含め，それ以外の出演者は含めな

い。 

固定いすの数（長いすは幅 0.5ｍで 1 人） 

その他の客席 床面積 3㎡で１人 
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(2)  

(2) 項 ロ 

遊   技   場 

ダ ン ス ホ ー ル  

風営法第 2 条第 1 項第 4 号，第 5 号に規定するものでマージャン屋，パチ

ンコ店，その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせ

る施設 
風営法の適用を受けないボーリング場等 
設備を設けて客に囲碁，将棋，マージャン，チェス，ビンゴ，ボーリン

グ，その他の遊技又は競技を行わせる施設をいう。 
ホールその他設備を設けて客にダンスをさせる施設 

1   マージャン屋，パチンコ店，囲碁，将棋，チェス，ビンゴ，ボーリング，ビリヤード，光

線銃，洋弓，射的，スロットマシン，バスケットゲーム，その他これらに類する遊技施設 
2 バレエ，日本舞踊教習場は，本項に該当しない。(15)項に該当する。 
3  バッティングセンター，ゴルフ練習場，水泳教室，観覧席のない温水プールは，(15)項に該

当する。 
4 卓球場等（入会申し込みをして会費を納め技術指導を受けるもの）は，(15)項に該当する。 
5 飲食店の客席に副業的にテレビゲームを置いているものは，(3)項ロに該当する。 
6   流水プール，スライダープール等は，体育施設の性格より遊技施設としての性格が強いため

(2)項ロに該当する。（Ｓ59．5．25 消防予 92） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

遊技室，遊技機械室，作業

室，更衣室，待合室，景品

場，ゲームコーナー，ダンス

フロア，舞台部，客席 

食堂，喫茶室，売店，専用駐車場，※クローク，※談話室，※バー，※

サウナ室，※体育室 
注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋客席部分の数 

 

 

 

(ア) 同時に遊技することができる者の数 

ボーリング１レーン…5人  ジャン球………………1 人 

ビリヤード１台………2人    スマートボール………1 人 

マージャン１卓………4人    スロットマシン………1 人 

バスケットゲーム……2人 

ビンゴ，ルーレット 立見席（競技部分含む。）の床面積 3㎡で 1人 

 

遊技機械器具を使用して遊技することができる者の数 

観覧，飲食，休憩用のいすの数（長いすは幅 0.5ｍで１人）

注 和式は、床面積 3㎡で一人 



1⃣ I 第１ 令別表第１の項の判定・収容人員の算定基準 

 

(イ) ダンスホールは次による。 

従業者の数＋客席部分の数 

  

(3)  

(2) 項 ハ 
風営法第 2 条第 5

項に規定するもの

で，性風俗関連特

殊営業を営む店舗 
その他これに類す

るもので省令で定

めるもの 

令別表第 1(1)項イ，(2)項ニ，(4)項，(5)項イ，及び(9)項イに掲げる防火

対象物の用途に供されているものを除く。 

規則第 5 条第 1 項第 1 号に規定する令別表第 1(2)項ハに類似するもので，

電話以外の情報通信に関する機器（映像機器等）を用いて異性を紹介する

営業を営む店舗（セリクラ） 
規則第 5 条第 1 項第 2 号に規定する異性以外の客に接触する役務を提供す

る営業を営む店舗 
1 店舗型性風俗特殊営業（Ｈ15．2．21 消防予 55） 
(1) ソープランド 

浴場業（公衆浴場法第１条第１項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。）の

施設として個室を設け，当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 
(2) ファッションヘルス，性感マッサージ，イメージクラブ，ＳＭクラブ 

個室を設け，当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提

供する営業 
(3) ヌードスタジオ 

ヌードスタジオその他個室を設け，当該個室において，当該個室に在室する客に，その性

的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行の用に供する興行場 
(4) のぞき劇場 

のぞき劇場その他個室を設け，当該個室の隣室又はこれに類する施設において，当該個室

に在室する客に，その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる

興行の用に供する興行場 
(5) ストリップ劇場（成人映画を上映する映画館は除く。） 

ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け，当該舞台において，客に，その性的好奇心を

そそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行

場 
(6) ラブホテル，モーテル，レンタルルーム 

異性を同伴する客の宿泊（休憩を含む。）の用に供する風営令第 3 条第 1 項で定める施設を

設け，当該施設を当該宿泊に利用させる営業 

固定いすの数（長いすは幅 0.5ｍで 1 人） 

その他の客席 床面積 3㎡で１人 
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(7) アダルトショップ，アダルトビデオレンタルショップ 
店舗を設けて，性的好奇心をそそる写真，ビデオテープその他の物品で風営令第 4 条で定め

るものを販売し，又は貸し付ける営業 
(8) 出会い系喫茶 

面識のない異性と一時の性的好奇心を満たすための交際を希望するための機会を提供する店

舗等，風営法第 2 条第 6 項第 6 号に規定するもの 
(9) その他 

店舗を設けて営む性風俗に関する営業で，善良の風俗，清浄な風俗環境又は少年の健全な育

成に与える影響が著しい営業として風営令で定めるもの。 
留意事項 

既に，令別表第 1(1)項から(14)項までに掲げる各用途に分類されているものについては，(2)

項ハとして取り扱わない。 
用途の判定にあたり，必ずしも公安委員会の届出を要件とするものでなく名称，営業形態，

サービスの内容等を総合的に判断すること。 
主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

客室，通信機械室，リネン

室，物品庫，更衣室，待合

室，舞台部，休憩室，事務室 

託児室，専用駐車場，売店 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア 従業員の数＋客席部分の数 

 

 
(4) ※「みなし従属」適用除外用途（Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41） 

(2) 項 ニ 
カラオケボックスそ

の他遊興のための設

備又は個室（これに

類する施設を含む。）

において客に利用さ

せる役務を提供する

業務を営む店舗で総

務省令で定めるもの 
 

 

 

 

 

カラオケボックス 設備を設けて、伴奏音楽等に合わせて，歌唱する者の利用に供する個室等 

固定いすの数（長いすは幅 0.5ｍで 1 人） 

その他の客席 床面積 3㎡で１人 
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インターネットカ

フェ，漫画喫茶，

複合カフェ等 
 

テレフォンクラブ 
個室ビデオ 

個室（これに類する施設を含む。）において，インターネットを利用させ，

又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗 

風営法第 2 条第 9 項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗 
風営令第 2 条第 1 号に規定する興行場（客の性的好奇心をそそるため衣服

を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。） 

1   用途の判定に当たっては名称のみで判定することなく，名称，営業形態，サービスの内容等

の要件を総合的に判断して用途を判定する必要があることに留意すること。 
2   令第 1 条の 2 第 2 項後段に規定する「管理についての権原，利用形態その他の状況により他

の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるもの」について

は，「令別表第 1 に掲げる防火対象物の取り扱いについて」（昭和 50 年 4 月 15 日消防予第 41

号・消防安第 41 号）により運用願っているところであるが，令別表第 1(2)項ニに掲げる用途に

供される部分にあっては，同通知 1(2)に規定する部分に該当しないこと。（Ｈ20．8．28 消防予

200） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

客室，通信機械室，物品庫，

更衣室，待合室，舞台部，休

憩室，事務室 

託児室，専用駐車場，売店 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋客席部分の数 

 

1．2 令別表第 1(3)項 

(1)  

(3) 項 イ 
待          合 

 

料    理    店 

その他これらに類

するもの 

(2)項イの洋式に対し和式のもの 
原則として飲食の提供をせず，芸妓，遊芸かせぎ人等を招致し，又は斡旋

して客に遊興させる施設をいう。 
飲食物を提供するとともに，客を接待するための婦女従業員を有する施設

をいう。 
地方的習慣等により料亭，茶屋，貸席等の名称を冠してはいるが，その実

態において待合や料理店と同視すべきもの。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

客席，客室，厨房，※宴会

場，※リネン室 
専用駐車場，結婚式場，※売店，※ロビー 

注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

 

固定いすの数（長いすは幅 0.5ｍで 1 人） 

その他の客席 床面積 3㎡で１人 
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収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋客席部分の数 

 

 

イ  結婚式場に用いることがある場合でも上記により算定する。 

(2) 

(3) 項  ロ 

飲   食   店 

客席において，専ら飲食を提供する施設をいい，和，洋式を問わない（従

業員のための福利厚生施設，セルフサービス式のものを含む。）。 
 

客の遊興又は婦女の接待を伴わない点で，(2)項イ又は(3)項イと異なる。 

1   仕出屋，飲食店等の看板を掲げたもので，通常は主として宴会，会食等に使用され，結婚式

にも使うものは本項に該当する。 
2   客席の一部に舞台があり，演芸を見ながら飲食できる民謡酒場，レストランシアターは本項

に該当する。客席においてホステス等が接待するものは，(2)項イに該当する。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

客席，客室，厨房，※宴会

場，※リネン室 
専用駐車場，結婚式場，※託児室，※娯楽室，※サウナ室， 
※会議室 

注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア 従業者の数＋客席部分の数 

 

 

 
  

固定いすの数（長いすは幅 0.5ｍで 1 人） 

その他の客席 床面積 3㎡で１人(廊下，トイレ等を除い 

た客の用に供する部分をいう。和式の客席など。 

固定いすの数（長いすは幅 0.5ｍで 1 人） 

その他の客席 床面積 3㎡で１人(廊下，トイレ等を除い 

た客の用に供する部分をいう。和式の客席など。 



1⃣ I 第１ 令別表第１の項の判定・収容人員の算定基準 

 

1．4 令別表第 1(4)項 

(1)  

(4) 項 
百   貨   店 

マ ー ケ ッ ト 

その他の物品販 
売を営む店舗 

展    示    場 

単独若しくは集団的な店舗又は展示場をいう。 
百貨店法が廃止され，現在は伝統のある大規模小売店舗を表す呼び名にな

っている。 
多種類の物品を一つの建築物又は工作物内において集団的な店舗の形態で

販売する施設で共通の出入口，通路を有するもので，百貨店以外のものを

いう。 

上記以外の店舗をいう。 

主として商品等の宣伝又は販売促進を目的としたもので見本市，自動車シ

ョー等が含まれる。 

1 物品販売店には，卸売店舗も含む。 
2 販売を前提とした画廊は，本項に該当する。 
3 卸売市場法第 4 条・第 13 条に規定する中央卸売市場及び地方卸売市場は，(15)項に該当す

る。 
4 その他の卸売市場でせり売り又は入札を原則とし，小売をしないものは，(15)項に該当す

る。 
5 ショールームは，1．16(5)参照 
6 クリーニング受払所，質屋（店舗のないもの）は，(15)項に該当する。 
7 小規模の自動車展示販売店等は，本項に該当する。（Ｓ48．10．23 消防予 140） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

売場，荷さばき室，商品倉

庫，食堂，事務室，※ラベル

貼付，※包装等の作業室 

専用駐車場，写真室，遊技場，結婚式場，美・理容室，診療室，

集会室，催物場（展示室を含む。），※託児室，※貸衣裳室，※料理美

容等の生活教室 
注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア 従業者の数＋従業者以外の人数 

 

 

(ア) ショーケース，陳列棚などを置いている部分も床面積とし 4㎡で１人とする。（Ｓ

48．10．23 消防予 140） 

(イ)  飲食等部分に固定いすがある場合でも 3㎡で１人とする。（Ｓ48．10．23 消防予

140） 

  

売場の床面積 4㎡で１人 

飲食又は休憩部分の床面積 3㎡で１人 
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1．5 令別表第 1(5)項 

(1)   ※「みなし従属」適用除外用途（Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41） 
(5)  項  イ 
旅     館 
 

ホ    テ    ル 

宿    泊    所 
 

その他これらに類す

るもの 

和式の構造及び設備を主とする施設を設け，宿泊料を受けて人を宿泊させ

る施設をいう。 
同上洋式のもの。 
宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で，構造及び設備が主として宿泊する

場所を多数人で共用するもので下宿業以外のもの。 
マッサージ，レンタルルーム等で，主たる目的は宿泊以外のものでも，副

次的な目的として宿泊サービスを提供している施設 
1 官公庁，会社等のホテル，旅館類似の福利厚生施設は，本項に該当する。 
2 「その他これらに類するもの」の取扱いについて 

(1) 「その他これらに類するもの」に該当するか否かの判定については，次に掲げる条件等を

勘案する。 
ア 不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。 
イ ベッド，長いす，リクライニングチェア，布団等の宿泊に用いることが可能な設備，器

具等があること。 
ウ 深夜営業，24 時間営業等により夜間も客が施設にいること。 
エ 施設利用に対して料金を徴収していること。 

(2)  (6)項イ，(6)項ロ，(6)項ハ，(9)項イ，(11)項等は，副次的に宿泊の用に供する施設を有

する場合もあるが，原則として(5)項イに掲げる防火対象物としては取り扱わない。ただし，

寺院の宿坊等であって不特定多数の者が利用しており，かつ，当該用途部分の独立性が強

く，専らその用に供されている場合は，(5)項イとして取り扱う。 
(3) 用途の判定に当たっては名称のみで判定することなく，営業形態，サービスの内容等の要

件を総合的に判断する必要がある。 
3 ワンルームマンション等に，宿泊施設を設け不特定多数の者を日割等で宿泊させるものを(5)

項イとし，月単位で契約して宿泊させるものは，(5)項ロ（下宿）に該当する。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

宿泊室，フロント，ロビー，

厨房，食堂，浴室，談話室，

洗濯室，配膳室，リネン室 

娯楽室，バー，ビアガーデン，両替所，旅行代理店，専用駐車場，

美・理容室，※診療室，※図書室，※喫茶室，宴会場，会議室，結婚

式場，※売店（連続式形態のものを含む。）， 
※展望施設，※プール，※遊技室，※催物室，※サウナ 
注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 
 

 

 

 
ア  従業者の数＋ 

洋式 シングルベッド１人，セミダブル，ダブル 2 人 

和式 床面積 6㎡で 1人（前室も含める。） 

   簡易宿所及び団体客を宿泊させる部分 

   床面積 3㎡で 1人 

   注 １未満の端数は切り上げ。 

     （S52.1.6 消防予 3） 

宿泊室 



1⃣ I 第１ 令別表第１の項の判定・収容人員の算定基準 

 

  

 

 

(ア) 簡易宿泊所の階層式寝台は，上，下別に床面積 3 ㎡で１人，ベッド式はベッドの

数 

(イ) 旅館業法に基づく収容人員の算定は適用しない。 

(ウ) 通常宿泊者１人当たりの床面積がおおむね 3 ㎡程度となるような使用実態のある

和室の宿泊室については，3 ㎡で除すこと。（Ｓ61．6．25 消防予 85） 

(エ) 一の宿泊室に和室部分と洋室部分が併存するものは，それぞれの部分について算

定された収容人員を合算のこと。 

  ただし，スイートルームなどこれらの部分が同時に宿泊利用されることのない

ことが明らかなものは，この限りでない。（Ｓ61．6．25 消防予 85） 

(オ)  民泊を行う住居については，ｐ.82の「民泊施設の用途判定フロー」による。 

(2) 

(5)  項 ロ 
寄   宿   舎 

下    宿 

共 同 住 宅 

集団居住のため又は居住性の宿泊のための施設 
官公庁，学校，会社等の従業員，学生等を集団的に居住させるための施設

で有料・無料を問わない。 
1 か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる施設をい

う。 
住居として用いられる独立した 1 又は 2 以上の居室を単位として構成され

る集合住宅のうち，居住者の出入口，廊下，階段，エレベーター等を共用

するもので，便所，浴室，台所等が各戸ごとに存在することを要しない。

また，分譲，賃貸の別を問わない。 

1 長屋（重層長屋を含む。集合住宅に限る。）は，共用部分がないので本項の防火対象物になら

ない。 
2 1 階長屋式，2 階共同住宅になっている形態のものは，全体が共同住宅になる。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

居室，寝室，厨房，食堂，教

養室，休憩室，浴室，共同炊

事場，洗濯室，リネン室，※

物置，※管理人室 

売店，専用駐車場，※ロビー，※面会室 

注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

固定いすの数（長いすは幅 0.5mで１人 

その他の部分 床面積 3 ㎡で１人 

集会，宴会，飲食 

休憩部分 
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民泊施設の用途判定フロー（Ｈ29.10.27消防予 330，Ｈ30.1.9 消防予 2） 

 

収容人員の算定（規則 1 の 3①）一部指導 

ア 居住者の数により算定する。 

イ  入居前の共同住宅，下宿，寄宿舎は間取り表記ごとに次の表をめやすに算定す

る。 

2Ｋ以上 3.5 人（階ごとに端数切捨て） 

1Ｋ，1ＤＫ，1ＬＤＫ 2 人 

1Ｋ，1ＤＫ，1ＬＤＫ 1 人（単身者専用として，賃貸借契約書等に明確に示されている

場合に限る。） 

 

一戸建て住宅で民泊を行う場合 
 

 
まる。 

人を宿泊させる間，当該住宅に家主が 
不在となるか 

不在となる 不在とならない 

宿泊室の床面積の合計 

50 ㎡を超える 50 ㎡以下 

宿泊施設 
(5)項イ 一般住宅 

 

当該住戸に 家主が  
 

 不在とならない 

宿泊室の床面積の合計 

 50 ㎡以下 

 
 一般住宅 

 

全ての住戸が 
一般住宅扱い 

 
が  

9 割以上の住戸 
が  (5)項イ 

宿泊施設 

 (5)項イ 
 

項イ 
共同住宅 
(5)項ロ 

※宿泊室の面積とは，民 
泊を営む住宅における 
「宿泊者の就寝の用に 
供する室」の床面積の 
合計をいう。 

※家主の居住・不在の判 
断は，一戸建て住宅の 

 
共同住宅等の場合は住 
戸単位で行う。 
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1．6 令別表第 1(6)項 

(1)   ※「みなし従属」適用除外用途（(6)項イ(1)，(2)，(3)）（Ｓ50．4．15 消防予 41・ 

消防安 41） 
病          院 

診    療    所 

助    産    所 

医療法第 1 条の 5 第 1 項，第 2 項及び第 2 条 
医師又は歯科医師が，公衆又は特定多数人のため医業若しくは歯科医業を

行う場所のうち，患者 20 人以上の収容施設を有するものをいう。 
同上の場所であって，患者の収容施設を有しないもの又は患者 19 人以下

の収容施設を有するものをいう。 
助産師が公衆又は特定多数人のため，その業務（病院，診療所において行

うものを除く。）を行う場所で妊婦，産婦又はじょく婦 
10 人以上の収容施設を有しないものをいう。 

(6) 項 イ (1) 

 病 院 
次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活

動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定め

るものを除く。） 
(i)  診療科名中に特定診療科名（内科，整形外科，リハビリテーション科

その他の総務省令で定める診療科名）を有すること。 
(ii)  医療法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する療養病床又は同項第５号に規定

する一般病床を有すること。 
(6) 項 イ (2) 

   診   療   所 
次のいずれにも該当する診療所 

(i)  診療科名中に特定診療科名（上欄に同じ）を有すること。 
(ii)  4 人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

(6) 項 イ (3) 

    病    院 

診   療   所 

助   産   所 

病院，患者を入院させるための施設を有する診療所，入所施設を有する助

産所 
（病院は(6)項イ(1)に該当するもの，診療所は(6)項イ(2)に該当するもの

を除く。） 

(6) 項 イ (4) 

  診   療   所 

助   産   所 

患者を入院させるための施設を有しない診療所，入所施設を有しない助産

所 

※(6)項イ(1)の「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制

を有するものとして総務省令で定めるもの」は，次のいずれにも該当するものをいう。（規則

5③） 
1 医師，看護師，事務職員等の人数が病床数 26 床以下まで 2 人，さらに 13 床まで増すごとに

１人加えた人数が常時確保されている状態。 
2 宿直勤務者を除く医師，看護師，事務職員等の人数が病床数 60 床以下まで 2 人，さらに 60

床まで増すごとに 2 人加えた人数が常時確保されている状態。 
（例） 

60 床の病院の場合 
60÷13＝4.6153… 端数切り上げ  5 人（条件 1 を満たす） 

5 人のうち２人以上が宿直勤務者でない場合 
（条件 2 を満たす） 
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※上記の例の場合「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる

体制を有するものとして総務省令に定めるもの」に適合している。 
※上記 1 の医師の数については，個人病院院長である使用者も算定に含めることができるが，上

記 2 の宿直勤務者でない者には含まれない。 
※特定診療科名とは内科，整形外科，リハビリテーション科のほか，規則 5④に掲げる科目を除

いた科名をいう。 
規則 5④に掲げる科目については，次の 1 から 4 の科目をいう。 
1   肛門外科・乳腺外科・形成外科・美容外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼

科・耳鼻いんこう科・産科・婦人科 
2   上記 1 と医療法施行令第 3 条の 2 第 1 項第 1 号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み

合わせた名称 
3    歯科 
4   歯科と医療法施行令第 3 条の 2 第 1 項第 2 号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせ

た名称 
※旧診療科名（旧医療法施行令第 3 条の 2）の神経科・呼吸器科・消化器科・循環器科・皮膚泌

尿器科・性病科・こう門科・気管食道科については，皮膚泌尿器科及びこう門科を除き特定診

療科名に該当する。（Ｈ28．8．3 消防予 240） 
※厚生労働大臣の許可を受けた診療科である麻酔科は，麻酔科以外の標榜する診療科名にて特定

診療科名に該当するか否かを判定する。（Ｈ28．8．3 消防予 240） 
1 鍼灸治療院，整骨院は，入院設備の有無にかかわらず(15)項に該当する。 

（1．15(1)5 参照） 
2 保健所の診察及び治療の用に供する部分は，(15)項に該当する。 
3   同一敷地内の別棟で薬剤の処方せんを行う建物で，病院の患者専用であり，他の患者に販売

等を行わない場合は，項に該当する。それ以外の場合は，項に該当する。（Ｓ63．96） 
4 人工透析を行う通所施設 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

診療室，病室，産室，手術

室，検査室，薬局，機能訓

練室，面会室，談話室，研

究室，厨房，付添人控室，

洗濯室，リネン室，医師等

当直室，事務室，※待合室，

※技工室，※図書室 

食堂，売店，専用駐車場，※娯楽室，※託児室，※美・理容室，※浴

室，※喫茶室 
注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア 医師，看護師その他の従業者の数＋ 

(ア) 廊下を待合室にしている場合は，建基令第 119条（廊下の幅）に規定 
 Ⅰ 

病室内にある病床の数 

待合室 床面積 3 ㎡で１人 
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する廊下幅員以外の部分を 3㎡で除する。（Ｓ48．10．23消防予 140・消防安

42，Ｓ52．1．6 消防予 3） 

(イ) 和式の病室は 6 ㎡で 1 人 
(ウ)  待合室にいすがある場合でも床面積で算定する。 

(2) ※「みなし従属」適用除外用途（Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41） 
(6) 項  ロ (1)  老人短期入所施設，養護老人ホーム，特別養護老人ホーム，軽費老人ホー

ム（介護保険法第 7 条第 1 項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状

態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困

難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。），有料老人ホ

ーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。），介護老

人保健施設，老人福祉法第 5 条の 2 第 4 項に規定する老人短期入所事業を

行う施設，同条第 5 項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 
（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。），同条第 6 項に

規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類

するものとして総務省令で定めるもの 
(6) 項  ロ (2)  救護施設 

(6) 項  ロ (3)  乳児院 

(6) 項  ロ (4)  障害児入所施設 

(6) 項  ロ (5) 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第 4 条第 1 項に規定する障害者又は同条第 2 項に規定する障害児で

あって，同条第 4 項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すも

のとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者

等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第 5 条第 8 項

に規定する短期入所若しくは同条第 17 項に規定する共同生活援助を行う施

設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。） 

※(6)項ロ(1)の「総務省令で定める区分」とは，要介護認定等に係る介護認定審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成 11 年厚生省令第 58 号）第 1 条第 1 項第 3 号から第 5 号

までに掲げる区分とする。（要介護 3 から要介護 5）（規則 5⑤） 
※(6)項ロ(1)の「その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」とは，避難が困難な

要介護者を主として入居させ，業として入浴，排せつ，食事等の介護，機能訓練又は看護若し

くは療養上の管理その他の医療を提供する施設をいう。（規則 5⑥(1)） 
※(6)項ロ(1)の「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」については，要介護認定区

分が 3 以上の者の割合が施設全体の定員の半数以上入居している場合に該当。（Ｈ26．3．14 消

防予 81） 
※(6)項ロ(1)の「避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの」については，要介護認定区

分が 3 以上の者の割合が宿泊サービス利用者全体の半数以上の場合に該当。 
（Ｈ26．3．14 消防予 81） 
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※(6)項ロ(5)の「避難が困難な障害者等を主として入所させるもの」については，障害者総合支援

法第 4 条第 4 項に定める障害支援区分が 4 以上の者の割合が施設全体の定員の 8 割以上入所し

ている場合に該当。（Ｈ26．3．14 消防予 81） 
※Ｈ26．3．14 消防予 81 の運用上の留意事項について（Ｈ26．10．31．1624） 

1  「避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの」は，次の(1)又は(2)に該当すること

を判断の目安とする。 
(1) 実態として，2 人以上の要介護者（要介護認定区分は問わない。）を宿泊させるサービス

を提供し，1 ヶ月あたりの宿泊サービスの提供が 5 日以上であること。 
 当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が，当該宿泊施設の宿泊定

員の半数以上であること。 
2  「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」及び「避難が困難な要介護者を主と

して宿泊させるもの」で，入居又は宿泊（以下「宿泊等」という）の利用者が比較的短期間

に入れ替わる等の事情により用途が定まらない場合は，施設の定常的な状態として，3 ヶ月

の実績の平均的な状況が，次の(1)又は(2)に該当する場合は(6)項ロと判定する。 
(1)  宿泊等サービスを利用する避難が困難な要介護者の延べ人数が，当該施設の宿泊等定員

の延べ人数の半数以上であること。 
(2) 1 日ごとの用途判定において，令別表第 1 項(6)ロと判定された日が，3 ヶ月間の過半数

以上であること。 
3   老人デイサービス事業を行う施設として指定を受けている事業所において，利用者を自主

事業として宿泊させる，いわゆる「お泊まりデイサービス」の用途判定については前１に準

じて判定し，(6)項ロに該当した場合は(6)項ロ(1)として取り扱う。 
※サービス付き高齢者向け住宅等の用途判定は共用スペースにおいて入浴や食事の提供等の福祉サ

ービスの提供を受けている場合は(6)項ロ又は(6)項ハに該当する。（Ｈ21．3．31 消防予 131，

Ｈ26．3．14 消防予 81） 
※小規模住居型児童養育事業においては，乳幼児専門の養育が常態とする場合は(6)項ロ又は(6)ハ

の判定となる（乳幼児に限らない場合は(5)項ロ）。家庭的保育事業においては，保育所と同様

に(6)項ハと判定する。 
なお，小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業の用途判定に際してはＳ50．4．15 消

防予 41・消防安 41 により行うこと。（Ｈ22．3．31 消防予 158，Ｈ26．3．14 消防予 81） 
※共同生活援助のサテライト型住居の取扱いは(5)項ロと判定する。（サテライト型住居とは，障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号）第 210

条第２項に規定するサテライト住居のことをいう。） 
（Ｈ26．3．28 消防予 118，Ｈ26．4．28．274） 

※その他(6)項ロ，(6)項ハ関係の執務資料（Ｈ27．2．26 消防予 80） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

居室，集会室，機能訓練室，

面会室，食堂，厨房， 
※診察室，※作業室 

売店 
注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 
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高齢者を宿泊させる施設の用途判定フロー（Ｈ26.10.31.1624） 

（改正Ｈ27.3.4.2381） 

 ア 用途判定フロー図 

 

※１  「小規模多機能型居宅介護事業」とは，施設への通いを中心として，短期間の宿泊サービスや

利用者の自宅への訪問を組み合わせ，日常生活上の支援や機能訓練を行う事業をいう。 
※２  避難が困難な要介護者を主として宿泊させる可能性がないことを，事業形態，規約等により確

認すること。 
※３  ここで対象となる施設は，次の施設となること。 

(1) 1 人の要介護者を宿泊させるサービスを提供している施設。 

(2)  2 人以上の要介護者を宿泊させ，１ヶ月当たり 4 日以内の宿泊サービスを提供している施

設。 

※４  宿泊サービスが月 4 日以内であっても，月をまたがり連続して 5 日以上となる場合は，月 5 日

以上の宿泊サービスを提供しているものとして取り扱うこと。 
※５  お泊まりデイサービスで月 5 日以上の宿泊サービスを提供している場合は，令別表第 1(6)項ロ

(1)に規定する「その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」として取り扱うこ

と。 

施設の定常的な状態の確認による用途判定（Ｈ26.10.31.1624） 

ア 高齢者を宿泊させる施設の例 

 
・お泊まりデイサービス等 

 
サービスを提供している。 

いいえ 

 
 

はい 

はい（※5） 

宿泊サービスを利用する避難が 
困難な要介護者の割合が，宿泊 

 

 (6)項ロ 

 (6)項ハ 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

 
宿泊させる可能性がない。 

はい 

はい（※2） 
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(ア) 用途判定の確認方法（3 ヶ月の実績の平均的な状況の確認） 

a  3 ヶ月の宿泊日数 12 日（4日／月×3 ヶ月） 
（2名以上の要介護者を宿泊させ，月 5 日以上の宿泊サービスを提供している

場合は(6)項ロと判定される。） 

b  施設の宿泊定員 5 人／日 
c  宿泊定員の延べ人数 60人（5人／日×12 日） 

d  施設の宿泊状況表 

 

e  避難が困難な要介護者の宿泊者延べ人数 26 人 
f  1 日ごとの用途判定において，令別表第 1 項ロと判定された日 
（※） 6 日 
※宿泊サービスを利用した避難が困難な要介護者の割合が，宿泊定員の半数以

上となった日 

(イ) 用途判定 
a  宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の延べ人数が，当該施設の宿泊

定員の延べ人数の半数以上であることに関する用途判定。 

・前記(ア)c 及び e の状況から，要介護状態区分が 3以上の延べ人数が 26 人とな

り，宿泊定員の延べ人数 60 人の半数未満により，令別表第 1(6)項ハと判定す

る。 

b  1 日ごとの用途判定において，令別表第 1(6)項ロと判定された日が， 
3 ヶ月間の過半数以上であることに関する用途判定。 
・前記 a及び fの状況から，令別表第 1 項ロと判定された日が 6 日となり，3

ヶ月間の宿泊日数 12 日の過半数以上により，令別表第 1(6)項ロと判定す

る。 

c  結果 
前記 b に基づき，令別表第１(6)項ロと判定する。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋要保護者の数 

(3) ※「みなし従属」適用除外用途（利用者を入居させ，又は宿泊させるもの 

に限る。）（Ｓ50．4．15消防予 41・消防安 41） 

日 数  １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日  ９日 10 日 11 日 12 日 計 
避難が困難 
な要介護者 
の宿泊人数 

２ ３ ３ ４ １ ３ ３ １ ３ １ １ １ 

宿泊定員 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ 
１日ごとの 
用途判定 ６－ハ ６－ロ ６－ロ ６－ロ ６－ハ ６－ロ ６－ロ  ６－ロ ６－ハ ６－ハ ６－ハ 

26 

60 
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(6) 項 ハ (1)  老人デイサービスセンター，軽費老人ホーム（(6)項ロ(1)に掲げるものを

除く。），老人福祉センター，老人介護支援センター，有料老人ホーム（項

ロに掲げるものを除く。），老人福祉法第 5 条の 2 第 3 項に規定する老人デ

イサービス事業を行う施設，同条第 5 項に規定する小規模多機能型居宅介

護事業を行う施設（(6)項ロ(1)に掲げるものを除く。）その他これらに類す

るものとして総務省令で定めるもの 

(6) 項 ハ (2)  更生施設 

(6) 項 ハ (3)  助産施設，保育所，幼保連携型認定こども園，児童養護施設，児童自立支

援施設，児童家庭支援センター，児童福祉法第 6 条の 3 第 7 項に規定する

一時預かり事業又は同条第 9 項に規定する家庭的保育事業を行う施設その

他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 

(6) 項 ハ (4)  児童発達支援センター，児童心理治療施設又は児童福祉法第 6 条の 2 の 2

第 2 項に規定する児童発達支援若しくは同条第 4 項に規定する放課後等デ

イサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） 

(6) 項 ハ (5) 身体障害者福祉センター，障害者支援施設（(6)項ロ(5)に掲げるものを除

く。），地域活動支援センター，福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 7 項に規定する生活介護，同

条第 8 項に規定する短期入所，同条第 12 項に規定する自立訓練，同条第

13 項に規定する就労移行支援，同条第 14 項に規定する就労継続支援若し

くは同条第 15 項（現行規定第 17 項）に規定する共同生活援助を行う施設

（短期入所等施設を除く。） 

※(6)項ハ(1)の「その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」は，老人に対して，

業として入浴，排せつ，食事等の介護，機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療

を提供する施設（(6)項イ及び(6)項ロ(1)に掲げるものを除く。） 
（規則 5⑧） 

※(6)項ハ(3)の「その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」は，業として乳児若

しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設（(6)項

ロに掲げるものを除く。）（規則 5⑨） 
※幼保連携型認定こども園の取扱いについては，Ｈ27．2．20 消防予 71 によること。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

居室，集会室，機能訓練室，

面会室，食堂，厨房， 
※診察室，※作業室 

売店 
注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 
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ア  従業者の数＋要保護者の数 

(4) 

(6) 項 ニ 
幼  稚  園 

特別支援学校 

学校教育法第 3 章，第 8 章 幼児又は障害がある者の教育施設 
幼児を保育し，適当な環境を与えて，その心身の発達を目的とする学校を

いう。 
視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者 

（身体虚弱者を含む。）に対して，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校に

準ずる教育を施すとともに，障害による学習上又は生活上の困難を克服し

自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校をいう。 

1  特別支援学校（盲学校，ろう学校及び養護学校）の寄宿舎で自力避難困難者を多数入所させ

るもので，第 2「消防用設備等の設置単位等の基準」により 1 棟となる場合又は同一敷地内，あ

るいは隣地等で一体として運用される場合は本項に該当する。 
（Ｓ62．10．26 消防予 187） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 
※居室，※集会室，※機能訓練

室，※面会室，※診療室，※作

業室，教室，職員室，遊技

室，休養室，講堂，厨房，体

育館 

※売店，食堂 
注   ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  教職員の数＋幼児・児童又は生徒の数 
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1．7 令別表第 1(7)項 

(1) 

(7) 項 
小 ・ 中 学 校 ， 

義 務 教 育 学 校 ， 

高  等  学  校， 

中 等 教 育 学 校 ， 

高 専 ， 大 学 ,  

専  修  学  校， 

各  種  学  校 

そ の 他 こ れ ら に 

類 す る も の 

学校教育又はこれに類する教育を行う施設をいう。 
学校教育法第 1 条に掲げる学校で，小学校，中学校，義務教育学校，高等

学校，中等教育学校，高等専門学校，大学をいう。 

(6)項ニに掲げる学校を除く。 
学校教育法第 124 条に定める専修学校    

〃    第 134 条に定める各種学校 

学校又は各種学校以外のもので，学校教育に類する教育を行うものをいう

（消防学校，自治大学校，気象大学校等が該当する。）。 

1 専修学校の種類 専修学校，高等専修学校，専門学校 
2   職業能力開発促進法第 16 条に定める公共職業能力開発施設（職業能力開発短期大学校，職

業能力開発大学校，職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校）及び民間の職業訓

練校は本項に該当する。 
3 自治研修所，消防学校，看護学校は本項に該当する。 
4  和洋裁，編物，調理師，料理，外国語，タイプ，建築，デザイン，自動車運転・整備，経

理，美理容，電気，電算機，進学予備，音楽等の学校は本項に該当する。 
5  学習，そろばん，書道等の塾，三弦，民謡，音楽，スイミングスクール，生花，茶道，着物

着付け教室等の個人教授所的なもので学校の形態を有しないものは，⒂項に該当する。1．15

⑴4 参照 
6 同一敷地内の独立性の高い別棟施設の取扱い 
(1) 体育館，講堂，礼拝堂，クラブ室，研究室（所），特殊学級，図書館，倉庫，合宿所は(7)項

扱い。 

(2) 売店，食堂 高校以下は⑺項扱い。大学は実態により判定する。 

(3) 同窓会館 実態により判定する。 
7  「学校の形態」の判定は 1．15(1)4 による。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 
教室，職員室，体育館，講

堂，厨房，図書室，会議室，

研究室，クラブ室，保健室

（診療室） 

食堂，売店，※喫茶室，※談話室，※教材保管庫，※同窓会室，※ＰＴ

Ａ事務室，※合宿室，※専用駐車場 
注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  教職員の数＋児童，生徒，学生の数 

(ア) 同窓会，ＰＴＡ，売店，食堂の従事者は，教職員の数に含む。 

(イ)  特別教室は，実験等の授業ができる最大収容能力（満席）による。 

（令 25 の場合） 

の認可を受けたもの。 
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(ウ) 体育館及び講堂（教育の場として使用するものに限る。）は，講堂として使用し

た場合の収容人員による。（令 25の場合） 

注  独立棟の場合は，棟ごとに算定する。重複する人員については法 8 の収容人員には加え

ない。 

1．8 令別表第 1(8)項 

(1) 

(8) 項 
図  書  館 

博  物  館 

美  術  館 

その他これらに類

するもの 

資料を保存する施設 
図書館法第 2 条，第 29 条 図書，記録その他必要な資料を収集し，整理

し，保存して，一般公衆の用に供し，その教養，調査研究，レクリエーシ

ョン等に資することを目的とする施設をいう。 
博物館法第 2 条 歴史，芸術，民俗，産業，自然科学等に関する資料を収集

し，保管（育成）し，展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し，

その教養，調査研究，レクリエーション等に資するための施設をいう。 
上記以外のもので，これらと同質の性格を有するもの。 

1  郷土資料館，記念館，科学館，ビジターセンター，画廊（販売を前提としないもの）は，本

項に該当する。 
2  絵画，写真，生花等の作品発表会場としての使用（有料）は，(8)項に該当する。 

（Ｓ54．6．22 消防予 118） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

閲覧室，展示室，ロッカー

室，書庫，ロビー，工作室，

資料室，保管格納庫，研究

室，会議室，休憩室，※映写

室 

食堂，売店，※喫茶室，※専用駐車場 

注 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋閲覧室，展示室，展覧室，会議室又は休憩室の床面積の合計 3 ㎡で 1

人 

(ア) 「床面積の合計」は，各階ごとに合計する。 

(イ) 書架，陳列ケース等の部分も床面積に含める。 
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1．9 令別表第１(9)項 

(1) 

 (9)  項  イ 
蒸気浴場，熱気浴

場 
その他これらに類

するもの 

公衆浴場法第 1 条 
温湯，潮湯又は温泉その他を使用して，公衆を入浴させる施設をいう。こ

れらのうち，蒸気浴場，熱気浴場その他これらに類するものを特殊浴場と

称している。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

脱衣場，浴室，休憩室，体

育室，待合室，マッサージ

室，ロッカー室，クリーニ

ング室 

食堂，売店，専用駐車場，※喫茶室，※娯楽室，※託児室，※(9)項

ロに該当する公衆浴場 

注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋浴場，脱衣場，マッサージ室，休憩の用に供する部分の床面積の合

計 3 ㎡で１人 

(ア) 「休憩の用に供する部分」には，体育室，待合室を含む。 

(2) 

(9)  項  ロ 
特殊浴場以外の公

衆浴場 

公衆浴場法第 1 条に規定するもののうち，特殊浴場以外のものをいう。 

1  スチーム又は熱気浴等が用いられていない，いわゆる家族風呂と称されているものは，(9)

項ロに該当する。（Ｓ48．４．21 消防予 64） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 
脱衣場，浴室，休憩室，ク

リーニング室 
※食堂，※売店，専用駐車場，※有料洗濯室 
注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 

ア (1)に同じ。 

1．10 令別表第１(10)項 

(１) 

(10) 項 
車両の停車場， 

船舶・航空機の

発着場 

停車場や発着場をいう。 
鉄道車両の駅舎（プラットホームを含む。），バスターミナルの建築物，船

舶の発着する埠頭ターミナル，航空機の発着する空港施設等であって，旅

客の乗降又は待合の用に供する建築物をいう。 

1 プラットホームについては，設備等の規制はしない。 
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主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

乗降場，待合室，運転指令

所，電力指令所，※※手荷物取

扱所，※※一時預り所，※※ロ

ッカー室，仮眠室，※救護室 

食堂，売店，※喫茶室，旅行案内所 
注 1 ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 
注 2 ※※印は，改札口の内にあるものに限る。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数 

(ア) 乗降客の数は算定しない。 

1．11 令別表第 1(11)項 

(1) 

(11)  項 
神社，寺院，教会 
その他これらに類

するもの 

宗教上の礼拝施設をいう。 
公衆が集合して宗教上の礼拝を行う施設をいう。 

1  結婚式，披露宴，集会，法事，宴会を行う社務所，庫裏の取扱いは，次による。 
同一棟……(11)項，別棟……(11)項 
ただし，結婚式又は宴会のための常勤の従業員を有し，いわゆる営利企業としての結婚会館

と同様の営業を常態としているもの又は檀家，信徒，氏子以外の不特定の者を対象として宴会

等を行うものは，(1)項ロとする。 
2  宗教施設は，副次的に宿泊の用に供する施設を有する場合もあるが，原則として(5)項イに掲 

げる防火対象物としては取り扱わない。ただし，寺院の宿坊等であって不特定多数の者が利用し

ており，かつ，当該用途部分の独立性が強く，専らその用に供されている場合は，(5)項イとし

て取り扱う。 
3  同一敷地内の幼稚園は，(6)項ニとする。 
4  位牌堂（室）は，礼拝施設である。 指導（Ｓ59．151） 
5   神社本庁，教務庁，宗務所，教団事務所等で，神社等と同一の敷地内で， 

神社等の本来の機能と結びついている場合は，本項に該当する。 
主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

本堂，拝殿，客殿，礼拝堂，

集会室，社務所，※聖堂 
※食堂，※売店，※喫茶室，※図書室，専用駐車場，宴会場，厨房，結

婚式場，※宿泊室，※娯楽室 
注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  神職，僧侶，牧師      礼拝，集会，休憩の用に供する 

      その他の従業者の数     部分の床面積の合計 3㎡で 1人 

(ア) 固定いす席の礼拝堂等であっても 3 ㎡で除する。 指導（Ｓ59．151） 

＋ 
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1．12 令別表第 1(12)項 

(1) 

(12)  項   イ 

工     場 

作  業  場 

工場又は作業場とは，機械又は道具を使用して物の製造，改造，加工，修

理，洗浄，選別，包装，仕上げ，破壊，解体を行う施設をいう。 
工場は，物の製造，加工を主として行うところで，その機械化が比較的高

度化されたものをいう。 
作業場は，機械化が比較的低いものをいう。 

1  農家の作業所は，防火対象物としてとらえない（危険物施設があるものは除く。）。 
2  独立棟（同一敷地）の食堂，売店，娯楽室，休憩室，託児室，更衣室等（これらが混在するも

のを含む。）で従業員のみが使用する厚生施設は，(15)項に該当する。 
3  同一構内にある保育所は，項ハに該当する。 
4  トラックターミナルの荷捌所及び独立した荷捌所は本項に該当する。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

作業所，設計室，研究室，事

務室，更衣室，物品庫，※製

品展示室，※会議室，※図書室 

食堂，売店，専用駐車場，託児室，※診療室，※仮眠室，※ショール

ーム（生産製品を紹介するもの。） 
注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 

ア 従業者の数 

(2)  

(12) 項  ロ 
映画スタジオ 

テレビスタジオ 

スタジオをいう。 
大道具等を用いてセットを作り，映画フィルム又はテレビ若しくはそれら

のビデオテープを製作する施設をいう。 

1 公共放送事業施設内にあるテレビスタジオは，(15)項に該当する。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

撮影室，舞台部，録音室，道

具室，衣裳室，休憩室，※客

席，※ホール，※リハーサル室 

食堂，売店，専用駐車場，※集会室，※クローク，※ラウンジ 

注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 

ア  (1)に同じ。 
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1．13 令別表第 1(13)項 

(1)  

⒀ 項 イ 

自動車車庫 

 

 

駐 車 場 

自動車の車庫や駐車場をいう。 

道路運送車両法第 2 条第 2 項に規定する自動車（原動機付自転車を除く）

を専ら格納する施設であって，自動車の保管場所の確保等に関する法律第

2 条の保管場所（空地その他自動車を通常保管する場所）をいう。 

道路交通法第 2 条第 1 項第 18 号に規定する客待ち，荷待ち，貨物の積卸

し，故障その他の理由により，継続的に自動車（原動機付自転車を除く）

を停止させておくための施設をいう。 

1   自動車には，原動機付自転車以外のバイク，ブルドーザー等の土木作業用自動車も含む。 

2  道路運送車両法第 2 条第 3 項に規定する原動機付自転車とは、同法施行規則第１条に定める

下記の総排気量又は定格出力を有するものをいう。 

⑴ 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの（側車付のものを除く。以下 

同じ。）にあっては、その総排気量は 0.125 リツトル以下、その他のものにあっては 0.050

リツトル以下 

⑵ 内燃機関以外のものを原動機とするものであって、二輪を有するものにあっては、その 

定格出力は 1.00 キロワツト以下、その他のものにあっては 0.60 キロワツト以下 

3   自走することができる自動車を収納するものは，(13)項イに掲げる防火対象物として取り扱う

こと。（Ｓ55．3．12 消防予 37）  注 トラクター・バイク倉庫なども同じ。 

4   鉄道，道路等の高架工作物下の駐車場は，柵，塀等により区画されている場合は，本項に該

当する。（Ｓ52．7．8 消防予 130）（Ｓ54．6．22 消防予 118）（Ｓ55．3．12 消防予 37） 

5   駐輪場（原動機付自転車を収容する場合を含む）は，(15)項とする。なお，収容人員の算定

は，(13)項イと同様とする。 指導（Ｈ元．32） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

車庫，車路，修理場，洗車

場,運転手控室, ※格納庫，※

修理場，※休憩室，※更衣室 

食堂，売店，※専用駐車場 

注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数 

(ア) 駐車場等へ出入する車の運転手及び同乗者は含まない。 

注１ 「立体駐車場の床面積は，駐車車両１台当たり 15 ㎡として算定する。」（Ｓ61．4．30

建設省住指発 115）こととなったが，消防用設備等の設置基準面積の適用については，

壁等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 指導（Ｓ60．33） 
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1．13 図 1 令 13①表中「…昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造…」の例 

 (1)                                            (2) 

 
注 （Ｘ×Ｙ）が令 13①対象面積となる。また，車路は，床面積に入れる。ただし，道路側から図

の出入口までの進入車路は含めない。 

1．13 図 2  駐車の用に供される部分の床面積の算定例 

注 2   多段式駐車場（自走式）は，建基法 2(1)（これに類する構造のものを含む。）に該当する建

築物である。 
注 3   立体駐車場を有する防火対象物の用途判定について 指導（Ｓ63．120） 

立体駐車場の設備規制については，水平投影面積で行うこととされているが，1．13 図 3 の

ような立体駐車場を含んだ防火対象物の場合は，その用途判定に当たっては駐車車両１台当た

り 15 ㎡換算により行う。 
また，この方法により 1．13 図 3 の場合，(13)項イとなる。 

注 4   駐車の用に供する工作物の築造面積（建築物の床面積と相当）の算定については，駐車車両

1 台当たり 15 ㎡として算定する。 
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1．13 図 3 

注   立体駐車場は，他の部分に対する用途的従属がないものとする。 

 
(13) 項  ロ 
飛行機，回転翼航空

機の格納庫 
航空の用に供するヘリコプター，飛行船等の格納施設をいう。 

1 戦車格納庫は，(14)項に該当する。（1.15(1)1(5)参照） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 
格納庫，修理場，休憩室，更

衣室 
専用駐車場 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 

ア  従業者の数 

1．14 令別表第 1(14)項 

(14) 

(14)  項 
倉     庫 

倉庫業法第 2 条 
物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物であって物品の保管の用

に供するもの 

1 倉庫業法に定める倉庫以外のものも対象となる。 
2 荷捌所 倉庫に併設されたものは倉庫の従属部分とする。 
3 棚又は床の判定は，Ⅱ第 2 参照 
4 冷凍庫，冷蔵庫の特例は，Ⅱ1．3(11)参照 
5  ラック式倉庫とその他の倉庫が同一棟である場合の令 12①(5)の適用については，その他の

倉庫部分の面積も合算して適用する。 指導（Ｈ元．32） 
6  ラック式倉庫の床面積の算定方法については，仙台市建築基準法運用指針によると高さ 5m

ごとに床があるものとみなし棚の部分の床面積を算定することとされているが，消防用設備等

の設置規制上の床面積については，ラック式倉庫部分の水平投影面積によること。 指導（Ｈ

元．32） 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

物品庫，荷さばき室，事務

室，休憩室 
食堂，売店，専用駐車場，※展示室（1．16(5)参照） 

注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 
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収容人員の算定（規則 1 の 3①） 

ア 従業者の数 

1．15 令別表第 1(15)項 

  (1) 
(15)  項 

前各項に該当しない事業所 官公庁，民間の事務所，スポーツ施設等 

該当する施設 取   扱   い 

1  官  公  庁 

(1) 事務庁舎 
職員以外の者が利用す

る会議室，ホール 
(2) 保健所 

診療室 

会議室 
(3)   試験所，検査所,  

研究所 

作業所的室 

(4)  汚水，塵芥処理場，汚

水場（民間施設含む。） 
(5) 自衛隊施設 

(6)   刑務所 
少年院（女子施設含

む。） 

2 民間の事務所 

 

 

公署所が主催する説明会，研修会，講演会，会議又は管轄区域内

の住民が主催する会議等（商業活動除く。）のみを行うものは，

(15)項の従属部分とする。 

 

保健衛生行政の一環として行うものとして従属部分とする。 
(1)と同じ。 

検査等業務に伴う作業所は，(15)項とする。国交省運輸支局等該当 

 

本項に該当する。規則 23⑤各号の規定は適用しないことができる。 

構内にある棟は，次による。 
(5)項ロ  隊員宿舎棟（浴場，食堂，教養娯楽室等を含む。） 
(6)項イ  病院，診療所棟 
(12)項イ  工場，作業所 
(13)項イ   車庫 
(13)項ロ   飛行機，ヘリ格納庫 
(14)項     武器庫（戦車その他） 
(15)項     事務棟,講堂（劇場形態のものを含む。），体育館，医務

室，食堂（業者委託飲食店形態のもの），売店 

所内にある棟は，次による。 
(6)項イ  病院 
(12)項イ  工場，作業所 
(15)項    管理棟，監房，食堂，講堂，教室，道場企業，組合，協

会等すべての事務所 
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(1) 金融機関 

会議室，ホール   

(2) 企業，組合等一般 

会議室，ホール 

 

 

 

ショールーム 

 

(3)  公共放送施設 
(4) 運輸支局指定車検場 

3  スポーツ施設 
卓球場，柔道，空手，

剣道等道場，ボディービ

ル,ボクシングジム, 美容

体操教室，バッティング

センター,ゴルフ練習場,

スイミングスクール 
4 技能等修得施設 

書道・学習・そろばん

塾等，三弦・民謡・音楽・

活花・茶道・着物着付け・

バレエ・日舞・編物・和洋

裁教室等他項に掲げるも

の・ダンス教習場 

 

 

 

 

5 理療施設等 
鍼，灸，マッサージ治

療院，整骨院，理美容院 
6 卸売市場 

7 電子計算センター 

8 トラックターミナル 

前期１(1)と同じ。 

 

当該ビルの勤務者又は組合員，会員のみが利用するものは，(15)項

の主用途部分となる。貸しホール等の看板を掲げ、不特定のものに

貸し、使用料を取り、収益を目的としたものは、(1)項ロに該当す

る。 

販売行為をしないもので，単に製品，商品の紹介的なものは従属部

分とする。 

 

 

卓球場は，1．2(2)4 参照 
観覧席（競技者用ベンチ除く。）のないものは本項該当，あるもの

は(1)項イに該当する。 
流水プール等は，(2)項ロに該当する。 

 

 

個人教授所的なもので学校の形態を有しないものに限る。 
（Ｓ48．10．23 消防予 140・消防安 42） 
学校の形態をなしているものは項に該当する。事業として展示さ

れているモデル住宅は(15)項に該当する。学校の形態を有しないも

のの判断は，次による。 
(1)教室，管理室，便所等を含めた校舎の面積が 115.7 ㎡ 未満であ

ること。 
(2)専任の教職員が 2 人以下であること。 
(3)同時に授業を行うとき，生徒 1 人当たりの面積が 2.31 

㎡未満であること。 
各種学校規程（昭和 31 年文部省令第 31 号）参照 

 

入院設備があっても本項に該当する。 

 

 

卸売市場法に規定する卸売市場は，本項に該当する。小売部門を併

設しているものを除く。（Ｓ47．10．30 消防予 154）一般の卸売市

場で，小売販売をしない，一般消費者を対象としないせり売り，入

札を主体とした市場は本項に該当する。 

 

倉庫と同一棟は(14)項の従属部分 
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9  動物園の畜舎 
10 レンタルルーム 
11 研究所 

12 駐輪場（原動機付自転

車を収容する場合を含

む） 

飲食又は宿泊をしないものは，本項に該当する。 
独立棟は，(15)項に該当する。 
工場と同一棟にあるものは，(12)項イに該当する。 
学校の附属機関としてあるものは，(7)項に該当する。 
(15)項に該当する。なお，収容人員の算定については(13)項イと同様

とする。 

主用途部分 従 属 的 用 途 部 分 

事務室，休憩室，会議室， 
※物品庫，※更衣室 

食堂，売店，専用駐車場，診療室，※図書室，※倉庫 

注  ※印は，Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41 にないもの。 
収容人員の算定（規則 1 の 3①） 指導（Ｓ54．100） 

ア  従業者の数＋従業者以外の者が使用する部分の床面積 3 ㎡で１人。 

 従業員数が判明しない場合においては，居室の床面積 5 ㎡で１人。 

指導（Ｓ58．127） 

1．16 令別表第 1(16)項 

(1) 

 (16)  項 
複合用途防火対象物 

 

 

 

(16) 項 イ 

(16) 項 ロ 

法第 8 条第 1 項 同一棟で政令で定める 2 以上の用途に供するもの。 
令第 1 条の 2 第 2 項 異なる 2 以上の用途のうちに(1)項から(15)項まで

に掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場

合における当該 2 以上の用途とする。 
注 一つの用途部分の従属部分と認められる場合は，単体防火対象物

とする。ただし，(2)項ニ，(5)項イ，(6)項イ(1)から，(3)項ロ，

(6)項ハ（利用者を入居させ，又は宿泊させるものに限る。）に掲

げる防火対象物の用途に供される部分を除く。（取扱いは，次の

(2)から(7)までによる。） 
（Ｓ50．4．15 消防予 41・消防安 41，Ｈ20．8．28 消防予 200，Ｈ 
21．3．31 消防予 131，Ｈ27．2．27 消防予 81） 
2 以上の用途のうちに，(1)項から(4)項まで，(5)項イ，(6)項，(9)項

イが含まれているもの。 
上記以外の複合用途防火対象物とする。 

(2) 次のアからウまでに該当するものは従属部分とする。（指導） 

ア  主用途部分に機能的に供される部分（各項下欄の従属的用途部分）で，主用途部

分と従属的用途部分の管理権原者が同一であること。 
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(ア) 「管理権原者が同一」とは，固定的な消防用設備等，建築構造設備等 

の設置，維持，改修に当たって全般的に権原を行使できる者が同一であるこ

と。 

(イ) 「権原者」とは，ある法律的行為又は事実的行為をすることを正当ならしめる

法律上の根拠を有する者をいう。 

イ 主用途部分と従属的用途部分の利用者が同一であるか又は密接な関係を有するこ

と。 

(ア)  従属的用途部分は，主用途部分に勤務する者の福利厚生及び利便を目的として

設けられたものであること。 

(イ) 従属的用途部分は，主用途部分を利用する者の利便を目的としたものであるこ

と。 

(ウ)  従属的用途部分は，主用途部分から通常利用に便なる形態を有していること。 

(エ)  従属的用途部分は，道路等から直接出入する形態を有しないこと 

    （非常口，従業員専用出入口を除く。）。ホテルの結婚式場が該当する。 

ウ 主用途部分と従属的用途部分の利用時間がほぼ同一であること。 

(ア)  残務整理のための延長時間も含む。 

注 1 前記各項の下欄の「従属的用途部分」に示した用途は，あくまでも例示であって，これらと同等

程度に従属性があると認められるものも含むものであること。 
注 2 従属的用途部分の床面積が，主用途部分に対し相当に高い専有率を占める場合であっても(2)ア

からウに適合すれば単体防火対象物となる。 
例 外商販売専門会社 

食堂部分が(2)アからウに適合すれば，事務所の従属部分となり，全体が(15)項となる。 

 

 

 

 
        1.16 図 1 

注 3   (2)項イ，(3)項イ又は(3)項ロが混在するものについては(2)を適用せず，最も床面積の大きい

項の単体防火対象物とすることが妥当である。飲酒行為及び酔いそのものからみると，接客婦

（夫）がいると，いないとにかかわらず，その態様からすると出火危険及び出火による危険性

に差異はない。また，これらの業種は「項」の変動が最も頻繁に行われる業界である。 

(3) 前記(2)の適用を受けないもので，2 以上の独立した用途部分を有するものは次によ

る。 

事務室 
100㎡ 

食堂兼会議室 
110㎡ 
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ア 二つの独立した用途に供される部分のうち，いずれか一方の独立用途部 
分の床面積が，当該防火対象物の延べ面積の 10％以下で，かつ，300 ㎡未満である

場合は，従属部分とする。 

注  廊下，階段，機械室等の共用部分は，それぞれの床面積に応じあん分する。 

例 1 (4)項部分が延べ面積（3,000 ㎡）の 10％以下で，かつ，300 ㎡未満である場合， 
(4)項部分は，(15)項の従属となる。 

 
1．16 図 2 

注   11 階建の場合，11 階のみスプリンクラー必要（令 12①(12)） 

例 2 (4)項部分の床面積が延べ面積（2,989 ㎡）の 10％を超えるため(16)項イとなる。 

 
1．16 図 3 

注 11 階建の場合，全館にスプリンクラー必要（令 12①(3)） 

(4) 三つ以上の独立した用途に供される部分がある場合は次による。 

ア (4)項部分が延べ面積の 10％以下，かつ，300 ㎡未満の場合で，(15)項部分も 10％以

下，300 ㎡未満の場合は，(16)項ロの単体防火対象物となる。 

(15)項部分が 10％を超え，300 ㎡以上の場合は，(5)項ロと(15)項からなる(16)項ロ

となる。 
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1．16 図 4 

イ  三つの独立した用途からなる防火対象物の場合 

(3)項ロと(4)項の床面積の合計が，延べ面積の 10％以下，かつ，300 ㎡未満の場

合は，(15)項の従属部分となる。 

この部分は，(2)に適合し，(15)項の従属部分 

1．16  図 5 

ウ  (3)項ロと(4)項の床面積の合計が 300㎡以上であるから(15)項，(3)項ロ及び 

(4)項からなる(16)項イの防火対象物となる。 

1．16  図 6 

(5) 事務室内にある展示場又はショールームで，次のアからエまでに該当するものは事

務所の従属部分とみなす。 

ア 取扱い商品の紹介，宣伝を目的としたものであること。 

イ 専任の展示品説明員が配置されていないこと（来場者が主として小売店，工場関

係者であるものを除く。）。 
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ウ その場で商品の受け渡しをしないものであること。 

エ 小売店舗の形態を有し，専任の説明員を置き，直接消費者の来場を目的とし，消

費者へ販売店の紹介又は契約をしないものであること。 

(6) 店舗と倉庫が一体となったもの 

ア   店舗部分で販売する商品を保管する倉庫が併設されているものは，床面積の割合

にかかわらず⑷項となる。 

注  前記注 2 参照 

イ   倉庫部分が店舗部分の営業と関係のない貸倉庫等の場合は，いずれかの用途の床

面積が延べ面積の 10％以下，かつ，300 ㎡未満のものは，主用途部分の従属用途部

分となる。これに該当しないものは，(16)項イとなる。 

(7)  防火対象物の共用部分のあん分方法 

次の各例による。なお，令 9の規定により防火対象物の部分にのみ消防用設備等が

義務設置となる場合は，すべての共用部分にも当該消防用設備等を設置しなければな

らない。 

(8) 小規模特定用途複合防火対象物 

小規模特定用途複合防火対象物については，規則 13①(2)，規則 23④(1)ヘ， 

規則 26⑥，規則 28 の 2①(5)，規則 28の 2②(4)，規則 12①(4)を参照。 
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1．17 令別表第１(17)項 

(1) 

 (17)項 
文  化  財  等 

文化財保護法によって重要文化財，重要有形民俗文化財，史跡，文化財

として指定されたもの 
旧重要美術品等の保存に関する法律によって，重要美術品として認定さ

れた建造物 
県，市町村条例によって，文化財として指定されたもの 

注 (17)＋〇＝(16)項はあり得ない。すべて単体となる。 

収容人員の算定（規則 1 の 3①） 

ア 床面積 5 ㎡で 1 人 

1．18 令別表第 1(18)項 

1．19 令別表第 1(19)項 

1．20 令別表第 1(20)項 

1．21 従業員宿舎が存する防火対象物 

(1) 従業員宿舎部分の床面積が，延べ面積の 10％以下，かつ，300 ㎡未満の場合は主要

用途の従属部分となる。 指導（Ｓ54．100），指導（Ｓ59．151） 

(2) 一般住宅が存する防火対象物（Ｓ50．4．15消防予 41・消防安 41） 

ア  次の事例により判定する。 

(ア) 一般住宅部分＞店舗（50㎡以下）     ＝ 一般住宅 

(イ)  一般住宅部分＞店舗（50㎡超える）    ＝ (16)項イ 

(ウ) 一般住宅部分＜店舗                   ＝ (4)項（住宅部分も含む。） 

(エ)  一般住宅部分≒店舗（床面積の差が 10 ㎡以内で，(ア)から(ウ)の判断がで

きない場合） ＝ (16)項イ 

1．22 収容人員の算定に関する共通事項 

(1) 当該防火対象物に勤務する者が使用する食堂，会議室，休憩室等の収容人員の取扱

いは，次による。 

ア 法 8，令 24 従業者の数に加算しない。 

イ 令 25食堂等の存する階ごとに算定する。3㎡で１人とする。 
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注 1  法 8，令 24 は，200 人となる。 
注 2  令 25 は 2 階 100 人，3 階は室の床面積を 3 ㎡で除した数が収容人員となる。 

1．22 図 1 

ウ 交替制勤務の場合は，通常勤務時の勤務者数とする。 

エ   貸しビルの事務室で，賃借人が決まっていないため当該部分の従業者の数が不明

な場合は，事務室の床面積 5㎡当たり１人として算定する。 

〔参考 日本建築学会「建築設計資料集成」〕 

 従属用途部分の取扱いは，次による。 

ア 主用途部分と異なる用途部分は，異なる用途部分ごとに，それぞれの用途の算定

方法の例により算定する。 

(ア) 専用駐車場部分は(4)項の従属部分であるが，収容人員の算定に当たっては，

(13)項イの算定例による。 

 
1．22 図 2 

 1．22図 3 の例で，1．16(2)又は(3)により１階の(4)項部分が(5)項ロの従属部分

とみなされた場合は，令 25①(1)及び(2)の()書きの規定（避難器具要否の収容人

員）は適用されない。（Ｓ50．6．16 消防安 65 号） 
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※(4)項部分は，Ｓ50．4．15 

消防予 41・消防安 41 のいわゆ

る「みなし従属」の要件に適合

する部分 

１．22図 3 

(3) いすの取扱いは，次による。 

ア  持ち運びできるいすであっても，移動が困難なもので，置いてある場所が常に   

一定で固定的に使用されているものは，固定いすとして扱う。 

イ  長いすは,１個ごとに 0.4ｍ（0.5ｍ）で除し,１未満の端数は切り捨てる。 

ただし，長いすを横列に並べ接続している場合は，長さを合計して除する。 

注 内は，(2)項，(3)項，(5)項イの場合 

(4) 令 8 区画された部分の取扱いは，次による。 

ア 法 8 は区画された部分ごとに算定し，合計する。 

イ 令 24，25 は区画された部分ごとに算定する。 

(5) 床面積で収容人員を算定する場合は，次による。 

ア 室ごとに基準㎡で除し，端数は切り捨てる。 

(6) 住宅部分の扱いは，次による。 

ア   防火対象物の一部に一般住宅（(5)項ロを除く。）が存する場合は，居住者全員が

従業員であると否とを問わず収容人員に算定する。 
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1．23  特定一階段等防火対象物の該当例 

 

例 ３ 例 ４ 
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※ 特定一階段等防火対象物に該当しない例 

 
避難階以外の階に非特定用途有り

屋外階段等 1系統 
特定用途部分有り 

屋内階段 2 系統 

※ 機能従属が存する防火対象物の例 

（階段はすべて消防庁告示の屋内避難階段以外の屋内階段） 

 例 示 
 用 途 

特定一階段等 
 全 体 避難階以外の階 

1 

 

(4)項 

＊駐車場は(4)項の機能従属 
(4)項 該 当 

2 

 

 

(16)項イ  

 

＊駐車場は，(3)項ロ，(4)項

の機能従属 

(3)項ロ 
(4)項 

該 当 

3 

 

(16)項イ 

＊機械室は(3)項ロ，(4)項の

共用の機械室 

(3)項ロ 
(4)項 

該 当 

 

駐車場 

(4) 店舗 

(4) 店舗  

(3)ロ飲食店 

(4) 店舗 

駐車場 

 

 

 (3)ロ飲食店 

 (4) 店舗 

機械室 

(3)項ロ 

(4)項 

駐車場 

(3)項ロ 

(4)項 
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※  住宅が存する防火対象物の例 

（階段はすべて消防庁告示の屋内避難階段以外の屋内階段） 

 例 示 
 用 途 

特定一階段等 
 全 体 3 階部分 

1 

 

(4)項 
(4)項 該 当 

2 

 

a 

① 店舗≧300 ㎡ 

又は 

② 店舗＞延べ面積の 

     10% 

(16)項イ 

(4)項 

(15)項 

住 宅 

住 宅 
(4)項 

該 当 

b 

① 店舗≧300 ㎡ 

又は 

② 店舗≦延べ面積の 

     10% 

( 1 6 )項ロ 

(15)項 

住 宅 住 宅 非該当 

3 

 

(16)項イ 

 

(3)項ロ 
（4）項 

住   宅 
該 当 

 

住宅 

(4) 店舗 

(4) 店舗  

(3)項ロ 

(4)項 

住 宅 

共用 
部分 住宅 

 3(ロ)飲食店 

(4) 店 舗  

 

 (4)項 
店舗 住宅 

(15) 事務所 

(15) 事務所 


